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住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
向
け
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス（
電
子
証
明
書
）を
ご
利
用
の
方
へ

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
の
確
認
を

■
■
■
■
■
■
■

建
築
物
防
災
週
間

8
月
30
日（
火
）〜
9
月
5
日（
月
）

地
震
や
火
災
に
備
え
建
物
の
点
検
を

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
要
件
該
当
の
方
は
申
請
を

心
身
障
害
者（
難
病
）福
祉
手
当

対
象
の
方
は
申
請
を
忘
れ
ず
に

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

障 

受
給
者
証
切
り
替
え 

9
月
1
日（
木
）か
ら

区
で
は
、
国
の
制
度
に
基
づ
き
下

表
の
と
お
り
特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
の
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

審
査
の
結
果
支
給
が
決
定
さ
れ
る
と
、

申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
の
手
当
の
支

給
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

問
障
害
者
支
援
課
障
害
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福
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係
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身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
2
級
・
愛

の
手
帳
1
〜
3
度
・
脳
性
ま
ひ
・
進

行
性
筋
萎
縮
症
で
20
歳
以
上
65
歳
未

満
の
方
、
ま
た
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
3
級
・
愛
の
手
帳
4
度
・
東
京
都

の
難
病
医
療
費
等
助
成
認
定
者
（
申

請
中
の
方
も
含
む
）
の
65
歳
未
満
の

方
で
、
手
当
の
申
請
手
続
き
を
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
65
歳
の
誕
生
日
の

前
々
日
ま
で
に
申
請
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
65
歳
以
上
の
方
は
、
新

規
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
65
歳
以
上
の
方
で
も
、

平
成
12
年
8
月
以
降
、
65
歳
の
誕
生

日
の
前
々
日
ま
で
に
「
所
得
制
限
超

過
・
施
設
入
所
・
江
東
区
に
住
所
が

な
か
っ
た
」
と
い
う
制
限
事
由
に
よ

り
申
請
手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方

で
、
そ
の
後
制
限
事
由
が
な
く
な
っ

た
際
は
、
申
請
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
所
得
が
上
表
の
所
得
限
度

額
以
上
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り

受
給
資
格
が
消
滅
し
、
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
方
は
、
あ
ら
た

め
て
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
申
請
月
が
支
給
開
始
月
と

な
り
ま
す
の
で
、
申
請
が
遅
れ
る
と

受
給
で
き
る
手
当
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。
過
去
に
遡
っ
て
の
支
給
も
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

（
以
下
障○
）は
、
心
身
に
重
い
障
害
の

あ
る
方
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

（
一
部
）
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

9
月
1
日
（
木
）
か
ら
障○
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

更
新
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
8

月
末
日
ま
で
に
、
新
し
い
障○
受
給
者

証
を
お
送
り
し
ま
す
。

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級（
心

臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ
い
て
は

3
級
ま
で
）、
愛
の
手
帳
1
度
・
2
度

の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重
度
障
害

者
の
方
で
、
所
得
が
所
得
制
限
限
度

額
以
下
の
方
（
上
表
）。

※
所
得
制
限
限
度
額
は
、
「
20
歳
以

上
の
方
は
、
本
人
の
所
得
」、「
20
歳

未
満
の
方
は
、世
帯
主
等
の
所
得（
本

人
が
国
保
の
世
帯
主
等
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
本
人
の
所
得
）」に
よ
り

判
定
し
ま
す
。

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

③「
江
東
区
子
ど
も
医
療
受
給
者
証
」

を
受
給
し
て
い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
65

歳
以
上
で
あ
る
方

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
受
給
者
で

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

（
た
だ
し
、
重
度
障
害
者
に
な
っ

た
日
か
ら
65
歳
の
誕
生
日
の
前
々

日
ま
で
①
・
②
該
当
だ
っ
た
方
、

ま
た
は
東
京
都
内
に
住
所
が
な
か

っ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
）

﹇
注
意
﹈重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢

が
65
歳
未
満
で
障○
受
給
者
証
の
申
請

手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
、
65

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
過
去
に
障○
受
給
者
証
を
持

っ
て
い
た
方
で
、
所
得
が
所
得
制
限

限
度
額
以
上
あ
っ
た
等
に
よ
り
、
資

格
が
消
滅
し
た
方
で
、
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
申
請

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
、

住
基
カ
ー
ド
）
の
電
子
証
明
書
の
有

効
期
限
は
、
発
行
の
日
か
ら
3
年
間

で
す
。
ま
た
、
有
効
期
限
内
で
あ
っ

て
も
、
氏
名
や
住
所
等
が
変
更
に
な

っ
た
場
合
は
自
動
的
に
失
効
し
ま
す
。

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム（
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用
す
る
に
は
、
住

基
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
に
有
効
期
限
内
の
署
名
用
電
子

証
明
書
が
格
納
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ご
自
身
の
電
子
証
明
書

の
有
効
性
は
、
「
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」（
HP

https://www.jpki.go.jp/

）内

の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
」
で
ご
確
認

い
た
だ
け
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税

番
号
）
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
平
成

27
年
12
月
に
住
基
カ
ー
ド
の
作
成
・

住
基
カ
ー
ド
向
け
電
子
証
明
書
の
発

行
が
終
了
し
ま
し
た
。
住
基
カ
ー
ド

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
平
成
28
年

1
月
か
ら
、
電
子
証
明
書
が
標
準
搭

載
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
初
回
無
料
）の
交
付
が
開
始
さ
れ
て

い
ま
す
。
新
た
に
電
子
証
明
書
の
発

行
が
必
要
な
方
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
と
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
の
つ
い
た
カ
ー
ド
で
、
表
面

に
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別

と
顔
写
真
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）が
記
載
さ
れ
ま
す
。
本

人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し

て
使
用
で
き
る
ほ
か
、
電
子
証
明
書

が
標
準
搭
載
さ
れ
る
こ
と
で
、
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子
申
請
や
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
の
発
行
が

で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
受
付
後
1
か
月
程
度
で
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
お
知
ら

せ
」
を
封
書
で
郵
送
し
ま
す
。
受
け

取
り
日
時
を
予
約
の
う
え
、
必
要
書

類
を
持
参
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
交
付
窓
口
に
本
人
が
お
越
し
く
だ

さ
い
。
予
約
状
況
に
よ
っ
て
は
、
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
の
申
告
期
限
ま
で
に
受
け

取
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
に
必
要
な

方
は
、
お
早
め
の
申
請
を
お
す
す
め

し
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

つ
い
て
の
詳
細
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
総
合
サ
イ
ト
（
HPhttps:

//www.kojinbango -card.go.
jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

﹇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

問
合
先
﹈
江
東
区
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）マ
イ
ナ

ン
バ
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総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル（
国
）
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台
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建
築
物
に
関
す
る
防
災
知
識
の
普

及
と
防
災
に
関
す
る
法
令
・
制
度
の

周
知
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
春
と
秋
、

全
国
一
斉
に
建
築
物
防
災
週
間
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
建
築
物
・
工
作
物

等
の
所
有
者
や
管
理
者
は
、
常
に
建

築
物
等
を
安
全
な
状
態
で
維
持
・
管

理
す
る
こ
と
が
建
築
基
準
法
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
劇
場
・

百
貨
店
・
飲
食
店
・
物
品
販
売
業
を

営
む
店
舗
・
ホ
テ
ル
・
旅
館
・
病
院

・
共
同
住
宅
等
、
多
く
の
方
々
が
利

用
す
る
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
は
、

火
災
や
地
震
等
の
被
害
を
防
止
す
る

た
め
、
専
門
家
に
よ
る
定
期
点
検
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
間
中
、

定
期
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

建
築
物
を
中
心
に
実
態
調
査
を
行
い

ま
す
。
区
職
員
が
伺
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。問

建
築
調
整
課
建
築
防
災
係
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所得制限限度額表※心身障害者（難病）福祉手当、心身障害者医療費助成共通
（本人等所得―所得控除≦所得限度額）

8/1（月）～平成29年7/31（月）
9/1（木）～平成29年8/31（木）

20歳以上：本人所得
20歳未満：配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の
所得限度額にそれぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族（19
歳未満の者に限る）1人につき25万円

※医療費・社会保険料（医療費助成は本人のみ）
等は相当額を控除

心身障害者（難病）福祉手当
心身障害者医療費助成
平成27年中所得

本人および扶養義務者等
の所得限度額
3，604，000円
3，984，000円
4，364，000円
4，744，000円
5，124，000円
5，504，000円

適用期間

対象所得
扶養親族
の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人

手当額

月額
26，830円

月額
14，600円

対象者

重度の障害があるため、日常生活
において常時特別な介護が必要な
20歳以上の方（おおむね身体障害
者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程
度でかつ障害が重複している方。
あるいはこれらと同等の疾病・精
神障害の方。原則専用の診断書で
判定されます）。ただし次に該当す
る方を除く①施設入所者②病院等
に3か月を超えて入院している方。
本人および扶養義務者の所得制限
があります。原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法律に基づく手
当を受給しているときは、手当額
の併給調整があります。

重度の障害があるため、日常生活
において常時介護が必要な20歳未
満の方（おおむね身体障害者手帳1
級および2級の一部、愛の手帳1・
2度程度の方。あるいはこれらと同
等の疾病・精神障害の方。原則専
用の診断書で判定されます）。ただ
し次に該当する方を除く①施設入
所者②障害を理由とする公的年金
受給者。本人および扶養義務者の
所得制限があります。

年齢
制限

20
歳
以
上

20
歳
未
満

手当
種類

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当


